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2008年度税制改正 

証券税制にかかわる主な改正点について 
 

2008年1月25日に財務省より所得税法等の一部を改正する法

律案が公表され、2008年1月31日に総務省より地方税法等の一

部を改正する法律案が公表されました。今後国会において法律

案が審議された後に採択され、法令として公表されます。 
 
2008年度税制改正については、2007年12月に発行した本ニュ

ースでその概要をご紹介いたしましたが、今回日本の居住者で

ある個人の証券税制にかかわる改正にフォーカスしてご紹介い

たします。 
 
なお、2008年度税制改正にかかわる法案については現在のとこ

ろ国会において可決されておらず、今度の国会の動向によって

は以下の記載と異なる可能性がありますのでご留意ください。
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改正の概要 
 
2008年度税制改正における証券税制にかかわる主な改正点は以下のとおりです。 
 
• 上場株式等にかかわる譲渡所得等の軽減課税の廃止 
• 上場株式等の配当等にかかわる源泉徴収税率の軽減の廃止 
• 上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設 
• 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例の創設 等 
 
改正の内容 
 
上場株式等にかかわる譲渡所得等の軽減課税の廃止 

 
上場株式等の譲渡所得等にかかわる税率については、2008 年 12 月 31 日をもって 10％（所得税 7％、住民

税 3％）の軽減税率が廃止され、2009 年 1 月 1 日以降は 20％（所得税 15％、住民税 5％）となります。 
 
ただし、2009 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日までの間は、その年分の上場株式等にかかわる譲渡所得

等のうち 500 万円以下の部分については、引き続き 10％（所得税 7％、住民税 3％）の軽減税率が適用される

という特例措置が設けられています。 
 

上場株式等の配当等にかかわる源泉徴収税率の軽減の廃止 
 
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等にかかわる源泉税の税率については、2008 年 12 月 31
日をもって 10％（所得税 7％、住民税 3％）の軽減税率が廃止され、2009 年 1 月 1 日以降は 20％（所得税

15％、住民税 5％）となります。 
 
ただし、2009 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日までの間は、上場株式等の配当等（大口株主が支払を受け

るものを除きます。）については、引き続き 10％（所得税 7％、住民税 3％）の軽減税率が適用されるという特例

措置が設けられています。 
 
なお、各年において特例措置による軽減税率の適用対象となった上場株式等の配当等の金額の合計額が

100 万円を超える者については、その年に受け取った上場株式等の配当等について申告不要制度は適用され

ません。 
 
上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設 
 
2009 年 1 月 1 日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得について、20％（所得税 15％、

住民税 5％）の税率による申告分離課税が選択できます。従来通り、総合課税を選択することにより配当控除

等の適用を受けることも可能です。ただし、その年において申告する上場株式等の配当等の全額について、申

告分離課税または総合課税のいずれかを選択する必要があります。 
 
なお、2009 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日までの間は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所

得の金額のうち 100 万円以下の部分については、10％（所得税 7％、住民税 3％）の軽減税率が適用されま

す。 
 

損益通算の特例 
 
その年の上場株式等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき、またはその年の前年以前 3 年内の各年

に生じた上場株式等の譲渡損失の金額等があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金

額（申告分離課税を選択したものに限ります）から控除することができます。この改正は 2009 年分以後の所得

税および 2010 年度分以後の住民税について適用されます。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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